
貸借対照表
（平成２５年　３月３１日現在）

（単位：千円）

（資産の部） （負債の部）

305,179 323,864

191,958 6,000

62,441 174,000

38,586 0

15,000 19,248

4,725 32,874

690 3,761

0 12,947

1,779 36,297

△ 10,000 272

22,677

15,788

510,447 282,725

499,653 0

61,658 51,517

106,960 622

1,814 6,557

1,209 211,429

1,173 12,600

62,683 0

264,156

606,589

1,336 （純資産の部）

618

718 209,037

60,000

9,458 149,037

3,000 7,354

14 141,683

1,137 14,500

64 127,183

0

5,243

209,037

資産合計 815,626 負債及び純資産合計 815,626

土 地

役 員 退 職 引 当 金

預 り 保 証 金

繰 延 税 金 負 債
資産除去債務(固定)

退 職 給 付 引 当 金

リ ー ス 資 産

未 払 事 業 税

未 払 法 人 税 等

その他の流動資産

工具・器具・備品

車 両 ・ 運 搬 具

長 期 借 入 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

利 益 剰 余 金

負 債 合 計

ソ フ ト ウ ェ ア

リース債務(流動)

機 械 装 置

リ ー ス 債 務

構 築 物

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

諸 施 設 利 用 権

投 資 有 価 証 券 利 益 準 備 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

関 係 会 社 株 式

出 資 金

純 資 産 合 計

資 本 金

株 主 資 本

その他利益剰余金

別 途 積 立 金

繰越利益剰余金

流 動 負 債

固 定 負 債

未 払 金

未 払 費 用

前 受 収 益

預 り 金

支 払 手 形

短 期 借 入 金
１年以内長期借入金

賞 与 引 当 金

流 動 資 産

固 定 資 産

投資その他の資産

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

現 金 及 び 預 金

未 収 運 賃

未 収 入 金

建 物

短 期 貸 付 金



Ⅰ.重要な会計方針

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　商品、貯蔵品・・・・・・・・先入先出法による原価法

２．有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準
　　　有価証券、出資金・・・・・・総平均法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法
　　（１）有形固定資産・・・・・・定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た建物については定額法を採用しており
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。）

　　（２）無形固定資産・・・・・・定額法（なお、自社利用のソフトウェアについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、社内における利用可能期間（５年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に基づく定額法を採用しております。）

４．引当金の計上基準
　　（１）賞与引当金
　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により
　　　　　計上しております。

　　（２）退職給付引当金
　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
　　　　　込み額に基づき計上しております。

　　（３）役員退職慰労引当金
　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労引当金内規に基づく
　　　　　期末要支給額を計上しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
　　（１）リース取引の処理方法
　　　　　　リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取
　　　　　引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま
　　　　　す。　

　　（２）消費税等の会計処理
　　　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。

Ⅱ.貸借対照表に関する事項

１．担保に供している資産の額　土地 19,678千円
２．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　 1,116,959千円
３．関係会社に対する短期金銭債権　　　　　　　　　　 15,000千円
４．関係会社に対する長期金銭債務　　　　　 0千円
５．関係会社に対する短期金銭債務　　　　　　　　　　　 174,000千円

Ⅴ．決算期後に生じた重要な事実

　　特記する事項はありません。

個　別　注　記　表




